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不開示理由等 所管局部課等

1 R8.3.2 R8.3.6 令和７年７月20日執行参議院議員選挙における収支報告書（１名） 1 1
選挙管理委員会事務局総
選挙課

2 R8.3.2 R8.3.6

令和７年７月20日執行参議院議員選挙における収支報告書に係る領収書
（１名）
令和７年７月20日執行参議院議員選挙における選挙事務所設置届（１
名）

1 1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
　選挙事務所設置届に記載の電話番号は、特定の個人を識別することはできないが、公
にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため、不
開示とする。

・東京都情報公開条例第７条第４号
　印影については、偽造等による犯罪の予防のため、不開示とする。

選挙管理委員会事務局総
選挙課

3 R8.3.2 R8.3.6

令和７年７月20日執行参議院議員選挙における選挙事務所異動届（１
名）
令和７年７月20日執行参議院議員選挙における選挙運動事務員等届出書
（１名）

1
・東京都情報公開条例第11条第２項
　請求のあった公文書は、取得しておらず、不存在

選挙管理委員会事務局総
選挙課

4 R8.2.24 R8.3.10
令和５年分の政治団体収支報告書と併せて提出された領収書等の写しの
うち宣伝事業費（デザイン制作・印刷費）に係る部分（１団体）

10 1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号に該当
　特定の個人の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別できるため、不開示とす
る。

・東京都情報公開条例第７条第４号に該当
　印影については、偽造等による犯罪の予防のため、不開示とする。

選挙管理委員会事務局総
務課

5 R8.2.24 R8.3.10
令和５年分の政治団体収支報告書と併せて提出された領収書等の写しの
うち宣伝事業費（チラシ作成費）に係る部分（１団体）

3 1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号に該当
　特定の個人の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別できるため、不開示とす
る。

・東京都情報公開条例第７条第４号に該当
　印影については、偽造等による犯罪の予防のため、不開示とする。

選挙管理委員会事務局総
務課
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6 R8.3.5 R8.3.19
令和６年10月27日執行衆議院議員選挙における収支報告書（１名）
令和８年２月８日執行衆議院議員選挙における収支報告書（１名）

1 1
選挙管理委員会事務局選
挙課

7 R8.3.5 R8.3.19

令和６年10月27日執行衆議院議員選挙における収支報告書に係る領収書
（１名）
令和８年２月８日執行衆議院議員選挙における収支報告書に係る領収書
（１名）

1 1 1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
　領収書等に記載の氏名等や選挙運動費用収支報告書に記載のない個人の氏名等は、個
人に関する情報で特定の個人を識別できるものに該当するため、不開示とする。

・東京都情報公開条例第７条第３号
　請求書等に記載の口座情報については、取引先等の限られた一定範囲の者のみに明ら
かにしている内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の競争上の
地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため不開示とする。

・東京都情報公開条例第７条第４号
　領収書等の印影については、偽造等による犯罪の予防のため、不開示とする。

選挙管理委員会事務局選
挙課

8 R8.3.11 R8.3.25
令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙における選挙運動費用収支報告
書（２名）

1 1
選挙管理委員会事務局選
挙課

9 R8.3.11 R8.3.25
令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙における選挙運動費用収支報告
書に係る領収書一式（２名）

1 1 1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
  領収書等に記載の氏名等や選挙運動費用収支報告書に記載のない個人の氏名等は、個
人に関する情報で特定の個人を識別できるものに該当するため、不開示とする。

・東京都情報公開条例第７条第３号
　請求書等に記載の口座情報については、取引先等の限られた一定範囲の者のみに明ら
かにしている内部管理情報であることから、公にすることにより、当該法人の競争上の
地位又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため不開示とする。

・東京都情報公開条例第７条第４号
　領収書等の印影については、偽造等による犯罪の予防のため、不開示とする。

選挙管理委員会事務局選
挙課

10 R8.3.21 R8.3.30

2026年02月08日行われた衆議院議員選挙に関する次の文書
・衆議院議員選挙特報（総務省選挙部発行）
・事務処理の手引き
・投票の効力判定事務の手引

1 1
選挙管理委員会事務局選
挙課
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11 R8.3.23 R8.3.30
令和７年度の参議院選挙における公費負担（運転手）に関する文書（１
名）

1
・東京都情報公開条例第11条第２項
　請求のあった公文書は、取得しておらず、不存在

選挙管理委員会事務局選
挙課

12 R8.2.11 R8.3.31

第51回衆議院議員選挙最高裁判所裁判官国民審査 投票の効力判定事務の
手引
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票の効力について
令和８年２月８日執行衆議院（比例代表選出）議員選挙における効力判
定案件及びご留意いただきたい点について
小選挙区効力判定資料（３件）

1 1
選挙管理委員会事務局選
挙課

13 R8.2.11 R8.3.31 小選挙区効力判定資料（６件） 1 1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
　電子メールに記載の個人名やメールアドレスは、個人に関する情報で特定の個人を識
別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお
個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため、不開示とする。

・東京都情報公開条例第７条第６号
　公表されていない他の自治体の電話番号、メールアドレス、職員のメールアドレス
は、公にすることにより、事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、不開示
とする。

選挙管理委員会事務局選
挙課


